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力
づ
よ
く
・
実
効
あ
る
「
千
葉
県
こ
ど
も
計
画
」
策
定
に
期
待
！ 
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子
ど
も
劇
場
千
葉
県
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
れ
ら
国
の
施
策

内
容
や
方
向
性
に
賛
同
し
、
大
人
社
会(

親
・
家
庭
・

学
校
・
地
域
・
行
政)

の
意
識
を
変
え
て
い
く
重
要

な
転
換
期
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
し
て

で
き
る
こ
と
を
提
案
し
、
行
政
と
一
緒
に
子
ど
も
・
子

育
て
の
課
題
を
解
決
し
、
子
ど
も
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん

よ
い
こ
と
を
進
め
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

■
千
葉
県
庁
児
童
家
庭
課
・
子
育
て
支
援
課
へ

要
望
と
事
業
企
画
を
提
案 

 
 

 

子
ど
も
劇
場
千
葉
県
セ
ン
タ
ー
は
、
８
月
２７
日(

火)

「
こ
ど
も
計
画
」
策
定
の
進
捗
を
お
聴
き
し
、
私
た
ち

か
ら
の
要
望
と
、
事
業
計
画
に
活
用
し
て
頂
き
た
い
、

具
体
的
な
連
携
事
業
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。 

 

■
「
こ
ど
も
人
権
ネ
ッ
ト
ち
ば
」と
し
て
、 

策
定
を
担
う
県
庁
３
課
と
の
意
見
交
換
会 
 「

こ
ど
も
人
権
ネ
ッ
ト
ち
ば
」
は
、
９
月
４
日(

水)

、

こ
ど
も
未
来
室
室
長
を
は
じ
め
、
「
こ
ど
も
計
画
」
策

定
の
中
枢
に
い
る
児
童
家
庭
課
、
子
育
て
支
援
課
、
児

童
生
徒
安
全
課
の
３
課
か
ら
進
捗
を
聴
き
、
「
こ
ど
も

人
権
ネ
ッ
ト
ち
ば
」
と
し
て
の
要
望
と
、
加
盟
し
て
い

る
３
団
体(

子
ど
も
劇
場
千
葉
県
セ
ン
タ
ー
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
、

千
葉
市
地
域
で
生
き
る
会)

か
ら
も
、
施
策
要
望
と
連

携
事
業
提
案
を
行
い
、
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 

 

国
の
「
こ
ど
も
基
本
法
」「
こ
ど
も
大
綱
」「
こ
ど
も
計
画
」
が
施
行
さ
れ
“
当
事
者
の
声
を
ど
真
ん
中
”

に
、
め
ざ
す
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
」
の
あ
る
べ
き
姿
が
描
か
れ
ま
し
た
。
今
、
県
・
市
町
村
で
は
、

こ
れ
ら
国
の
施
策
を
受
け
て
「
こ
ど
も
計
画
」
等
の
策
定
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
令
和
７
年
度
を
目
指

し
て
策
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
県
・
市
町
村
共
に
、
待
っ
た
な
し
の
子
ど
も
・
子
育
て
の
諸
課
題

に
向
き
合
い
、
実
効
あ
る
施
策
づ
く
り
が
で
き
る
か
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

子ども劇場千葉県センターの要望書概要 

 
■要望１ ライフステージ別の重要事項として、〇子どもの誕生前から幼児期までが最も重要な時

期と明記されています。 

特に 0歳から 2歳児期は愛着形成や基本的信頼感の土台を作り、非認知能力や他者との関わり等、

基本的な生きる力を獲得する時期です。この時期への豊かな支援の充実が虐待を起こさない・孤立

しない子育てに繋がります。0 歳から 2 歳児とその養育者が笑顔になる、安心と癒しの質の高い支

援計画を、しっかり明記いただくことを要望いたします。 

 

■要望 2 ライフステージ別重要事項に、〇学童期・思春期の重要性が明記されています。 

国のこども大綱でも遊びや体験活動は、こども・若者の健やかな成長の原点であると明記されて

います。子どもがどんな状況にあっても遊びや体験活動の機会に格差が生じない、子どもの成長発

達に欠かすことができない主体的な自己表現力、コミュニケーション力、自己肯定感の醸成、「生

きる力」を育てるのに、芸術の力を活用した体験活動が有効であることを明記してください。 

小学校 中学校、特別支援学校等の授業に、芸術的プログラムを活用したワクワクしたカリキュ

ラムを導入し、県内すべてのこどもたちに芸術文化体験が届くよう、事業計画に明記してください。 

 

 

 「こども人権ネットちば」からの要望と、こどもの諸課題の意見交換 
 
■重要項目の１つ「こども・若者の権利擁護の推進には、子どもの権利擁護のシステ
ムが欠かせません。「千葉県こども計画」の中に、オンブズパーソン制度を盛り込ん
だ「千葉県こども条例」策定を明記していただくことを、強く要望します。 
 
■ライフステージ別の重要事項 「体罰はいかなる場合も許されるものではなく、学
校教育法で禁止されている。教育委員会等に対する上記趣旨の周知と、体罰や不適切
な指導の根絶に向けた取り組みを強化することを明記していただきたい。 
 
■先生方が「子どもの権利」について学ぶこと、権利が侵害されていることをキャッ
チする手立ての 1つとして「子どもの話の聴き方」を学ぶことを求めます。 
 
■千葉県子どもの権利ノートを、小学 5年生以上のこどもたちに活用し、配布だけで
なく、学び合い・話し合う機会を創ってください。 
 
■がんばって勉強しても、障がいを持つ子どもたちの高校進学が認められない事例が
起きており、子どもの未来への希望を喪失させない最善の対応を願います。 

「
千
葉
県
こ
ど
も
計
画
」
は
、
９
月
１０
日
、
第
２

回
策
定
会
議
に
置
い
て
素
案
が
審
議
さ
れ
「
素
案
概

要
」
「
具
体
的
施
策
素
案
」
等
が
ＨＰ
に
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
ま
す
。
未
だ
全
容
が
良
く
見
え
ず
、
課
題
を
踏

ま
え
た
、
力
強
く
明
解
な
計
画
を
望
み
ま
す
。 

 

■
今
後
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

＊
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
： 

令
和
６
年
１２
月
中
旬

か
ら
令
和
７
年
１
月
中
旬
に
か
け
て
実
施
予
定 

 

＊ 

計
画
の
最
終
案
に
つ
い
て 

（
令
和
７
年
２
月

下
旬
開
催
予
定
） 

 

千葉県 HP: （仮称）千葉県こども計画／千葉県 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kosodate/kodomokeikaku/index.html








  














